
社会保障審議会介護給付責分科会（第32回）議事次第   

平成17年10月24日（月）   

9時から12時まで  

於：厚生労働省専用第15会議室  

議 題  

1．居宅サービスの報酬・基準について①（訪問系、適所系サービス）  

2．その他   



訪問介護・訪問入浴介護の報酬■基準について  

Ⅰ．訪問介護  

1．訪問介護の現状と課題  

〈訪問介護サービスの利用状況〉  

○ 平成17年5月中の訪問介護の費用額は約606億円であり、介護サービス   

費全体の約1割を占める。要介護度別にみると、要支援・要介護1の軽度者が   

約4割を占めており、要介護4・要介護5の重度者は約3割となっている。  

訪問介護の利用者数は約118万人であり、要支援・要介護1が約6割を占   

める一方、要介護4・要介護5の利用者の割合は約14％にすぎない。  

1訪問介護の費用板   

要介護5  
89．0億円  

要介護2  要介護3  
92．2億円  

要介護4  
85．9億円  

要介護1  
187．5億円  

要支援  
50．4億円  101．2億円  

合計  606億円  
（100％）   

238億円（39．3％）  

1訪問介護の利用者数  

r        「   1万 人 －－ 767〒J  

要支援  
23．2万人  

要介護3  
11．9万人  

要介護1  
49．0万人  

72．2万人（61．0％）  1
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出典：介護給付費実態調査（平成17年6月審査分）  

ー1－   



く生活援助・身体介護の割合〉  

○ 訪問介護には、「身体介護中心型」と「生活援助中心型」があるが、軽度者   

については、「生活援助中心型」の利用割合が高い。17年5月現在、要支援   

の約94％、要介護1の約77％が「生活援助」を利用している。一方、身体   

介護については、重度者の利用割合が高く、要介護4の約88％、要介護5で   

約96％を占めている。  

■要介護度別1人当たり平均利用回数  

要支援  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

O 5 10 15 20 25 30 35  

出典：介護給付費実態調査（平成17年6月審査分）  

く訪問介護員の勤務形態・専門性〉  

○ 訪問介護サービス事業所に勤務する訪問介護員（ホームヘルパー）は、あら   

かじめ事業所に登録し、当該事業所から仕事の依頼があった都度利用者宅を訪   

問し、サービスを提供した時間単位で事業所から給料を得る、いわゆる「登録   

型ヘルパー」が約40％を占める。  

登録型ヘルパーは、事業所に寄らずに自宅から直接、利用者宅に訪問する「直   

行直帰」型の勤務形態が一般であるが、この勤務形態については、情報の共有   

や技術蓄積が困難で、チームとしてのケアが成り立ちにくいなど、ケアの質の   

面から問題が指摘がされている。  

○ また、ホームヘルパー については、介護福祉士のほかに都道府県知事等が行   

うホームヘルパー養成研修（1～3級）の修了者が行うことができるが、実態   

としては介護福祉士は1割程度であり、約7割が2級ヘルパーである。2級ヘ   

ルパーの養成課程は130時間の研修であり、介護福祉士の場合の1，650   

時間と比較すると大幅な開きがある。今後増加する認知症高齢者ケアヘの対応   

も含め、専門性の確保の観点から研修体系の見直し、強化が課題とされている。  
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平成15年10月1日現在  

実働者数   割合   常勤比率   

介護福祉士   3．0万人   9．2％  68．3％   

1級ヘルパー   2．4万人   7．3％  53．8％   

2級ヘルパー   25．1万人  76．4％  14．0％   

3級ヘルパー   0．5万人   1．4％  15．3％   

その他   1．9万人   5．7％  16．9％   

合計   32．9万人   100％  

出典：平成15年介護サービス施設・事業所調査  

くサービス提供責任者が十分な役割を果たしていない〉  

○ 訪問介護事業所は、常勤のホームヘルパー（※）の中から、ヘルパー10人ご   

とに1人又は月450時間のサービス提供時間ごとに1人の「サービス提供責   

任者」を置く（他の業務との兼務可能）こととされている。サービス提供責任   

者はサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記   

載した「訪問介護計画」を策定することとされている。  

※原則として介護福祉士又は1級ヘルパー。ただし、経過措置として3年以上の経  

験を有する2級ヘルパーも可能。  

○ サービス提供責任者は、日々の業務における指導・助言等を行うチームリー   

ダーとしての役割を担うこととされているが、・現状ではヘルパー業務に時間を   

とられ、チームリーダーとしての役割を十分に果たしていないとの指摘がなさ   

れている。  
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2．訪問介護に関するこれまでの指摘等の概要   

l  

l  

：【衆議院厚生労働委員会附帯決議】 l  

I  

l  

l  

l  

l  

四 ケアマネジャーについては、中立性・独立性を重視する観点から、資質の向上を図ると；  

l  ともに、介護報酬についても見直しを行うこと。また、介護に携わる人材の専門性の確立：  
を重視する観点から、研修体系や資格の在り方の見直しを行うこと。  

l  l  

l  

t  

l  

l  

：【参議院厚生労働委員会附帯決議】  

…十六、介護需要が増大する中で、介護労働の魅力を高め、優秀な人材を介護の職場に確保しニ                                                                                                                                                                         l  

ていくため、介護労働者の雇用管理や労働条件の改善、研修体系や資格の在り方の見直し‡  
l  

に取り組むこと。また、労働条件の改善及びサービスの質の確保・向上の観点から、介護：  
l  

施設の施設基準を見直すとともに、直行直帰型のホームヘルパー及びグループホームの  夜：  

勤についてその労働実態を把握し、所要の改善を図ること  

；二十二、介護サービス事業所における施設長・管理者について、就任前の研修と修了試験、；   

就任後の定期的な研修を義務づけ、事業者指定・更新の際の要件とするよう検計すること。‡   

また、サービス提供責任者の業務内容を明確化し、必要な職業能力開発の仕組みを整備す；  
l   

ること。  
I  l   

事  
I  

：社会保障審議会介護保険部会報告書（平成16年7月30日）  

…第2 制度見直しの具体的内容  

l ：Ⅰ．給付の効率化・重点化  

l ：3．その他のサービスの見直し  

；①訪問介護について  

l こ○ 現行の訪問介護については、  

l  l  

1  

1  

1  

1  

1  

個別ケアの推進、生活機能の向上等の観点から、「身体介；  

「生活援助型」という区分を行弟別∵機能別に再編し、基準・報酬の設定について‡  護型」  

機能に応じた見直しを検討する必要がある。  

また、利用者が自ら実施できるにもかかわらず、掃除、調理等を利用者に代わって実隠  

l する「家事代行」型については、自立支援の観点から、給付の対象、期間、方法について：  
l  

：見直しを検討する必要がある。 l  

‡ なお、生活援助の見直しに関しては慎重であるべきとの意見があった。  
l  

一  
l  

1  

I  

l  l  l  l  

t  

l  1  l  
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：Ⅲ．サービスの質の確保・向上  
l  

：4．専門性を重視した人材育成と資質の確保 l  

l ＼TlJl⊥〉／l‥J一－」 し－ーソ】l∵ン′▼／l「′lヽILJ′  
l  

l【．＿一．．．．、、l ：○ 介護サービスは「人が支えるサービス」であり、「サービスの質の確保・向上」のため：  
t  I  

には、介護サービスを支える人材の資質の向上が不可欠である。これまでは「量」の確保：                                                                                                                                                       I  

介護に携わ三  増加する痴呆性高齢者へのケアを含め、   に重点が置かれてきた傾向にあるが、  

l 今後は、「専門性の確立」を重視する必要があり、資格要件や：  るすべての職種において、  

研修の在り方についてもこうした方向に沿った見直しを行っていく必要がある。   

特に、痴呆ケアについては、ケアマネジャーや介護職員はもとより、主治医や看護師な；  
l  

どの医療職においても、今後、研修等を強化していくべき分野である。  
l  l  

l  

l  

［企遊星；  将来的には、任用資格は   …○ 企準職員についてはまず、資格要件の観点からは、  

l 祉士」を基本とすべきであり、これを前提に、現任者の研修坤こ応じ：  
よう、僻ミある。  た段階的な技術向上が図れる  

；現在、施設職員については、既に4割程度が介護福祉士の資格を有しているが、さらに；  

l 質の向上を図っていく必要がある。一方、ホーームヘルパーについては、実働者数約26万：  
l 人のうち介護福祉士資格を有する者は1割程度であり、大半は2級へ′レパーである。2級： l  
ヘルパーは、事実上、介護職場における標準的な任用資格となっているが、介護福祉士のこ                                                                                                                                                                    l  

l 養成課程と比較すると2級ヘルパーは130時間であるのに対し、介護福祉士は1，65：  
l  

2級ヘルパーの資質のこ   このため、当面は研修の強化等により  0時間と大幅な開きがある。  

ことを検討する必要がある。  向上を図る  

さらに、介護職員のみならず、施設長や管理者についても、サービス提供や施設運営全；  
l  

般にわたる責任者であることに照らし、就任前の研修と修了試験、就任後の定期的な研像  

を義務づけるなど、その在り方について見直しが必要である。  
l  l  

l  

l  

（雇用管理の在り方）  
l  

l ：○ 質の高い人材の確保・養成のためには、適切な労働条件の確保が不可欠であるが、現行；  

では、介護人材の処遇の水準は概して低い。また、在宅サービスの主たる担い手であるホ≡  

I －ムヘルパーの実働者数の8割は非常勤であり、登録型ヘノレパーが多い。登録型ヘルパ∵：  
l  

の大半はいわゆる「直行直帰」型であるため、情報共有や技術蓄積が困難でチームとして…  

確保の観点か：                         l  のケアが成り立ちにくいことなどが指摘されている。質の高い人材の養成  
l  

らも雇用管理の在り方について、今後検討していく必要がある。  
－  

；さらに介護従事者の健康管理や安全衛生について、雇用管理の観点からも今後検討して至  
l  l  

l  

l  

一 一 一 ■ － ■ ■ ■ － － － － － － － － － － － － － － － － － 一 一 一 一 － － － － － － － － － － － 一 一 － － － － － － － － － － － － － －l  

：いくことが望まれる。  
l  
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介護給付章分科会・事業者団体ヒアリング（9月29日）  

における主な意見等  

：（雇用管理）  

≡○ 質の高いサービス提供のためには、直行直帰型の勤務を見直し、稼働日に 
l  

社に出勤し、利用者に関する情報の確認等を行うとともに、サービス提供責任： I  

者からの指導等を適切に受けることが不可欠であり、ヘルパー の現行の雇用環；  

境を改善するべき。（「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会）  
l   

○  
l  

本来の姿であり、また、低コストのシステムでもあるので、登録ヘルパー制度：  

I は存続・強化をするべき。ノウハウの蓄積や労働条件が悪いというのは、使い：  
l  

捨ての都市型の論理である。農村地域では、家庭内介護で技術を磨いて、地域：  
l  

（全国農業協同組合中央会）  に貢献している。  

l  

l  l  

l  

l  

1  

1  

I  

l  

l  

l  

，  

l  

1  1  

1  

1  

1  

1  

1  

一  
l  

l ；○ 法定労働条件として移動時間や報告書作成時間を労働時間として算定するこ：  
l  

ととされていることを踏まえ、訪問介護サービスの標準的な時間設定（例えば∴  
l  

実サービス実施時間、移動時間、記録時間等の内訳）を示すべき。（日本在宅介：                                                                                                                                                                   l  

護協会）  

l  

l  

：（サービス提供責任者）  

サービス提供責任者について、その職務遂行力がサービスの質的向上に影響；  

する一方、一律的な考えによるその配置数規制は効率的な経営動力運営を阻害：  
l  

する要因となるので、サービス提供責任者に関する報酬の新設・設定基準の緩： l  

和を行うべき。（日本在宅介護協会）  

‡○  
l  

l  

l  

l  

I  

t  

l  l  

l  

；○ サービスの質向上のためにはサービス提供責任者の力量が大きく影響してい喜  

l るものの、ケアマネジャーとの関係などサービス提供責任者の役割がはっきり：  
l  

していないので、その役割を明確化するとともに、職務に見合うコストを報酬：                                                                                                                                                                  l  

に反映すべき。（「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会）  
1  

1  

1  

1  

：（人材の質・研修等） l  

l ；○ 高コスト構造化の防止、パートヘルパーの活用が困難となり需給アンバラン：  
l  

スが生じること等から、介護福祉士や基礎研修修了者以外の2級ホームヘルパ：  
l  

一等がサービスを提供した場合であっても、介護報酬を減算する等の措置を講： l  

じるべきではない。（日本在宅介護協会）  

l                   ＿ ＿    ＿   、    、 ＿ ＿ ‥       ＿  ＿ ．．．‥      ．、   、   ．■＿【＿⊥．＝．1 ：○ サービスの質の向上のためにも研修コストを報酬に反映すべき。（「民間事業：  
者の質を高める」全国介護事業者協議会）  
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ご（報酬体系）  

：○ 報酬体系の行為別・機能別再編については、急な移行による混乱の防止や移： ll  

‡行のための課題の整理が不十分であることから、すくなくとも18年度からの！  
l  

全面的な導入には慎重な対応が必要。（「民間事業者の質を高める」全国介護事：  

業者協議会）  
l l  

‡○ 報酬の包括化については、サービスが成熟し、サービスの標準化が担保され；  
るまでは待つべき。（全国農業協同組合中央会）  

○  

介護者が選択できるようにすべき。（全国農業協同組合中央会）  

；  

l  

l   

l、、、l ：○ 包括的な報酬を導入するには、標準的なサービス提供の確立と事業の継続が：  
l  

図れる報酬設定が必要。少なくとも現在の報酬を下回らないようにするべき。  

（日本生活協同組合連合会）  

（その他）  

訪問介護サービスの利用が画一的に制限されることがないよう、利用者の状…  ‡○  
1  

1  

l   

態や特性により適切に必要性を判断すること。（全国社会福祉協議会）  
l  

：○ 農漁村地域については、事業運営についての条件が不利な地域が 
t  

多いので、   

制度の中で特段の対応を講じるべき。（全国農業協同組合中央会）  
I l  

‡○ 介護報酬に、移動、事務処理時間等を明確に位置づけるべき。また、土日祝；  

l  日の介護報酬も加算すべき。（市民福祉団体協議会）（全国農業協同組合中央会）；  
l  
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3．訪問介護の報酬一基準に関する論点  

（基本的な考え方）  

○ 要介護者に対する訪問介護は、要支援者に対する訪問介護と比較すると、身   

体介護の割合が高く、重度者はほとんど毎日利用しているなど、利用の実態が   

かなり異なっている。報酬・基準の在り方についても、こうした点を踏まえた   
検討が必要ではないか。  

○ 訪問介護の報酬・基準については、次のような基本的な考え方に沿って見直   

すことが考えられるがどうか。  

①将来的な「報酬体系の機能別再編」に向けた、身体介護、生活援助の取  

扱いの見直し  

②効果的・効率的なサービス提供の推進  

③人材の「資質向上」とサービス提供「責任体制」の確保  

（具休的な論点）  

く報酬体系について〉  

○ 上記の基本的な考え方を踏まえ、訪問介護の報酬体系について、どのような   

方向性が考えられるか。  

（案1）現行体系を維持しつつ、長時間利用の適正化を図る案  

身体介護と生活援助を区分  

身体介護、生活援助とも現行どおり「時間単位の評価」  

ただし、生活援助については、長時間利用を適正化  

（案2）生活援助について月単位の定額とする案  

・身体介護と生活援助を区分  

・身体介護は現行どおり「時間単位の評価」  

・生活援助は「月単位の定額化」  

（案3）身体介護、生活援助を一本化する案  

・身体介護と生活援助を一本化。  

・身体介護と生活援助とも現行どおり「時間単位の評価」又は「月単位の定  

額化」  
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く報酬水準について〉  

○ 訪問介護の報酬水準について、現行のサービス利用実態やヘルパーの雇用実   

態、地域差などを踏まえ、どのように考えるべきか。  

人材の資質の向上・雇用環境の改善  

く人材の「資質向上」と「責任体制」の確保〉  

○ サービスを担う人材の「資質向上」の観点から、将来的には任用資格を「介   

護福祉士」とすることを基本としつつ、当面は、①現任ヘルパーの研修を強化   

する一方、②3級ヘルパーについては、減算の率（現行10％）を引き上げる   

とともに、年限を定めて廃止することが考えられるがどうか。  

○ サービス提供に関する「責任体制」の確保に重要な役割が期待される「サー   

ビス提供責任者」について、①その責務を基準上明確にするとともに、②資格   

は「介護福祉士」又は「1級ヘルパー」とし、現在の経過措置は年限を定めて   

廃止することが考えられるがどうか。  

○ サービスの「質の高い」事業所を評価する観点から、次に掲げるような要件   

を満たす事業所については、報酬上評価（例えば、事業所単位の加算）するこ   

とが考えられるがどうか。   

・介護福祉士又は1級ヘルパーの「サービス提供責任者」の配置   

・介護福祉士の一定割合以上の配置又はヘルパー研修の確保   

・ヘルパー活動環境の整備（ケア会議の開催、登録ヘルパーとの利用者情報  

共有など）  

くその他〉  

○ 栄養ケア・マネジメントの一環として、ヘルパーが「調理」の代わりに行う、   

「短時間の配食・食事準備サービス」を業務形態の一つとして位置付けていく   

ことが考えられるがどうか。  

○ その他の人員・設備基準については、所要の見直しを行いつつ、基本的には   

現行の基準どおりとすることが考えられるがどうか。  
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Ⅱ．訪問入浴介護  

く現行の報酬・基準〉  

○ 訪問入浴介護は、利用者の自宅を入浴車等で訪問し、浴槽を家庭に持ち込ん   

で入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ること   

を目的とするサービスであり、サービスの提供は、訪問入浴介護事業所の看護   

職員1人と介護職員2人の計3人による提供を基本としている。  

報酬体系は1回当たり定額（要介護度に関わらず一律1，250単位）とな   

っている。  

く訪問入浴介護サービスの利用状況〉  

○ 訪問入浴介護の利用者は、要介護4・要介護5の重度者で約8割を占めてお   

り、利用者に占める重度者の割合の高いサービスである。また、平成17年5   

月中の費用額は約45億円で、全サービスに占める割合は0．8％と低い。費   

用額ベースでの伸び率も、前年同月比で0．1％となっている。  

く報酬・基準の見直しの方針〉  

○ 要介護者に対する介護給付としての訪問入浴介護の報酬・基準については、   

基本的には、現行の体系を基本としつつ、ケアマネジメントにおいてその必要   

性を適切に判断することとしてはどうか。  

○ 報酬水準については、重度者の利用がほとんどであるという現行のサービス   

利用実態等を踏まえ、予防給付と介護給付のバランスも踏まえつつ、どのよう   

に考えるか。  
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